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（第９号）

一 般 会 計 補 正 予 算





議案第８号 

 

令和５年度矢板市一般会計補正予算（第９号） 

 

 令和５年度矢板市の一般会計の補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 48,597 千円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 16,696,826 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌

年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

   令和６年２月２２日提出 

 

矢板市長 齋 藤 淳一郎    
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（第３号）

国民健康保険特別会計補正予算





議案第９号 

 

令和５年度矢板市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 

 令和５年度矢板市の国民健康保険特別会計の補正予算（第３号）は、次に定める

ところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,569 千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ 3,586,378 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

   令和６年２月２２日提出 

 

矢板市長 齋 藤 淳一郎    

  

- 7 -



- 8 -



- 9 -





（第３号）

水 道 事 業 会 計 補 正 予 算





議案第１０号 

 

令和５年度矢板市水道事業会計補正予算（第３号） 

 

（総則） 

第１条 令和５年度矢板市水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところ

による。 

 

（収益的収入及び支出） 

第２条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

   （ 科  目 ）   （既決予定額）   （補正予定額）    （計） 

    支   出 

 第１款 水道事業費用   708,800 千円     11,200 千円   720,000 千円 

  第２項 営業外費用    31,324 千円     11,200 千円     42,524 千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第３条 予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

473,600 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 503,900 千円」

に、「建設改良積立金 114,413 千円」を「建設改良積立金 144,713 千円」に改め、

資本的収入の予定額を次のとおり補正する。  

   （ 科  目 ）   （既決予定額）   (補正予定額)    （計） 

    収   入 

 第１款 資本的収入     73,000 千円    △30,300 千円    42,700 千円 

  第１項 企業債      50,000 千円   △30,300 千円    19,700 千円 

 

令和６年２月２２日提出 

矢板市長 齋 藤 淳一郎    
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